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資料３（追加議案関係）

「秋田県県税条例の一部を改正する条例案」について（議案第１１５号）

平成３１年２月２６日

税 務 課

１ 改正理由

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、都道府県、市町村又は

特別区（以下「都道府県等」という。）に対する寄附金に係る個人県民税の特例控除

の対象の見直し、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税の特例措置

の見直し等を行う必要がある。

２ 改正内容

（1） 個人県民税

都道府県等に対する寄附金に係る特例控除（「ふるさと納税」）の対象を、返礼品

に関する基準等を満たし、総務大臣の指定を受けた都道府県等に対する寄附金に限る

こととする。（第３６条の２関係）

［返礼品に関する基準］

・返礼割合を３割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

※ 指定を受けていない又は取り消された場合

・指定を受けていない又は指定を取り消された都道府県等に対する寄附金は、

特例控除の対象とならない。

・指定を取り消された都道府県等は、２年間、指定を受けることができない。

（2） 自動車取得税

① 排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の少ない自動車（新車）に対する税

率の軽減措置（以下「エコカー減税」という。）について、次のとおり軽減割合又

は対象を見直した上で、適用期限（平成３１年３月３１日）を平成３１年９月３０

日まで延長することとする。（附則第１８条の４関係）
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ア 乗用車について次のとおり軽減割合を見直す。

イ バス・トラックについて現行２５％軽減の対象自動車をエコカー減税の対象か

ら除外する。

② ノンステップバス及びリフト付きバスに対して取得価額（課税標準）から次のと

おり控除する措置について、対象（現行は路線バスに限る。）に一般貸切バスを加

えた上で、適用期限を平成３１年９月３０日まで延長することとする。（附則第

１８条の６関係）

・ノンステップバス １，０００万円控除

・リフト付きバス ６５０万円控除（定員３０人未満は２００万円控除）

（3） その他特例措置の適用期限の延長及び所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日等

（1） この条例は、平成３１年４月１日（２(1)は平成３１年６月１日）から施行するこ

ととする。

（２） この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとする。

現行 見直し後

2020年度燃費基準＋30％達成 ８０％軽減 ５０％軽減

2020年度燃費基準＋20％達成 ６０％軽減 ５０％軽減

2020年度燃費基準＋10％達成 ４０％軽減 ２５％軽減

2020年度燃費基準達成 ２０％軽減 ２０％軽減

※一定の排出ガス性能を満たすものに限る。

区　　　　　　　　　　分

ガソリン車
（ガソリンハイブリッ
ド車含む。）
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秋
田
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
寄
附
金
税
額
控
除
）

（
寄
附
金
税
額
控
除
）

第
三
十
六
条
の
二

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
法
第
三
十
七
条
の
二

第
三
十
六
条
の
二

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
法
第
三
十
七
条
の
二

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し
、
当
該
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
（

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
支
出
し
、
当
該
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
（

当
該
合
計
額
が
前
年
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

当
該
合
計
額
が
前
年
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額

の
合
計
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
百

の
合
計
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
百

分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
）
が
二
千
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え

分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
）
が
二
千
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え

る
金
額
の
百
分
の
四
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特

る
金
額
の
百
分
の
四
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同

例
控
除
対
象
寄
附
金
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を

項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
出
し
、
当
該
特
例
控
除
対
象

を
支
出
し
、
当
該
寄
附
金
の
額
の

寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
二
千
円
を
超
え
る
場
合
に
は

、
当
該
百
分

合
計
額
が

二
千
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
百
分

の
四
に
相
当
す
る
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に

の
四
に
相
当
す
る
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
前
二
条
の
規
定
を
適
用
し
た

お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
前
二
条
の
規
定
を
適
用
し
た

場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額

場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額

が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の

が
当
該
所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の

額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

２

前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支

２

前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支

出
し
た
特
例
控
除
対
象
寄
附
金

の
額
の
合
計

出
し
た
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
額
の
合
計

額
の
う
ち
二
千
円
を
超
え
る
金
額
に
、
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
各
号

額
の
う
ち
二
千
円
を
超
え
る
金
額
に
、
同
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

金
額
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前

金
額
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前

二
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る

二
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る

金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
）
と
す
る
。

金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
）
と
す
る
。

３

略

３

略

附

則

附

則

（
自
動
車
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

（
自
動
車
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）
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第
十
八
条
の
四

略

第
十
八
条
の
四

略

２

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動

２

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

車
を
い
い
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
車
両
総
重
量
（

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
・
五
ト
ン
以

下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
（
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定

で
初
め
て
新
規
登
録
等
（
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号

す
る
新
規
登
録
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号

の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
八
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受

け
る
も
の
の
取
得
（
同
条
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ

け
る
も
の
の
取
得
（
同
条
第
六
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の

る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の

税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と

税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と

き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ

き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ

い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

同
条
又
は
前
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

同
条
又
は
前
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

３

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

３

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六
項

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六
項

か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く

か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く

。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十

。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十

一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
第
一

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が

な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率

な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率

に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

４

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
で
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新

で
初
め
て
新

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六

項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除

項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
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く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三

く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三

十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
第

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る

率
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

率
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

５

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

５

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
前
三
項
又
は
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六

項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除

項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除

く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三

く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三

十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
第

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
八
条
及
び
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る

率
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

率
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

６

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ

６

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
で
法
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新

で
初
め
て
新

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
又
は
附
則
第
十

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
又
は
附
則
第
十

八
条
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動

八
条
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動

車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第

取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第

百
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項

百
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第

一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

７

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

７

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
又
は
附
則
第
十

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
又
は
附
則
第
十

八
条
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動

八
条
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動

車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第

取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第

百
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項

百
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第

一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
七
十
五
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。
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８

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

８

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
又
は
附
則
第
十

規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
又
は
附
則
第
十

八
条
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動

八
条
の
六
第
六
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動

車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第

取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第

百
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項

百
八
条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第

一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
八
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

（
自
動
車
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
十
八
条
の
六

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

第
十
八
条
の
六

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て

新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
一
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第

新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
一
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第

百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年

百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年

九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と

あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
四
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る

あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
四
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る

。

。

２

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

２

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
第
二
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等

項
に
お
い
て
「
第
二
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等

を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
二
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
二
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
取
得
価
額
か
ら
三
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

「
取
得
価
額
か
ら
三
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

３

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

３

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
第
三
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等

項
に
お
い
て
「
第
三
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等

を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
三
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
三
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
取
得
価
額
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

「
取
得
価
額
か
ら
二
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
第
四
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等

項
に
お
い
て
「
第
四
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
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を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
四
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
取
得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

「
取
得
価
額
か
ら
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

５

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

５

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
第
五
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等

項
に
お
い
て
「
第
五
種
環
境
対
応
車
」
と
い
う
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等

を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

を
受
け
る
も
の
以
外
の
第
五
種
環
境
対
応
車
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
取
得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

「
取
得
価
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

６

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

６

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
を
経
営
す
る
者
が
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期

事
業
を
経
営
す
る
者
が
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期

運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
又
は
同
法
第
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般

運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車

貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自

動
車
（
次
項
に
お
い
て
「
路
線
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
附
則
第

（
次
項
に
お
い
て
「
路
線
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
附
則
第

十
二
条
の
二
の
四
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
乗

十
二
条
の
二
の
四
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
乗

降
口
か
ら
車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
ま
で
の
通
路
に
段
が
な

降
口
か
ら
車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
ま
で
の
通
路
に
段
が
な

い
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に

い
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条

限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の

十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
取
得
価
額
か
ら
千
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

は
、
「
取
得
価
額
か
ら
千
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

７

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
七
項
各
号
の
い
ず

７

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
七
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
車
椅
子
を
使
用
し
た
ま
ま
円
滑
に
乗
降
す

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
車
椅
子
を
使
用
し
た
ま
ま
円
滑
に
乗
降
す

る
た
め
の
昇
降
機
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第

る
た
め
の
昇
降
機
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の

三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の

の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得

の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得

が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中

が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中

「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車
定

「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車
定

員
三
十
人
未
満
の
附
則
第
十
八
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
路
線
バ
ス
等
に

員
三
十
人
未
満
の
附
則
第
十
八
条
の
六
第
七
項
に
規
定
す
る
路
線
バ
ス
等
に

あ
つ
て
は
、
二
百
万
円
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

あ
つ
て
は
、
二
百
万
円
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。
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８

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送

８

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車
の
う
ち
、
法
附
則

事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車
の
う
ち
、
法
附
則

第
十
二
条
の
二
の
四
第
八
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て

第
十
二
条
の
二
の
四
第
八
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て

そ
の
構
造
及
び
設
備
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

そ
の
構
造
及
び
設
備
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す

る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特
に
向
上
さ
せ
る
も
の
（
法

る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特
に
向
上
さ
せ
る
も
の
（
法

施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で

施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で

初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規

初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得

価
額
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

価
額
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

９

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
横

９

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
横

滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の

滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の

項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）

項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）

、
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら

、
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら

第
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）

第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）

又
は
車
線
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以

又
は
車
線
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
二

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
二

以
上
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
七
項
に
規
定

以
上
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
七
項
に
規
定

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係

る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十

る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十

一
年
九
月
三
十
日

一
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ

ま
で
に
行
わ
れ

る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ

た
と
き
に
限
り
、
同
項

中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

た
と
き
に
限
り
、
第
百
七
条
第
一
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取

得
価
額
か
ら
五
百
二
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

得
価
額
か
ら
五
百
二
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

車
両
総
重
量

車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総

が
八
ト
ン
を
超
え

重
量
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
八
ト
ン
を
超
え

二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の

二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
同
法

第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
（
法
附
則
第
十
二

て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
（
法
附
則
第
十
二

条
の
二
の
四
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保

条
の
二
の
四
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
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安
基
準
を
い
う

。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一

安
基
準
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
（
同

と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
（
法

項
第
一
号

に
規
定
す
る
衝
突
被
害
軽
減
制
動

附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
衝
突
被
害
軽
減
制
動

制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
を
い
う

。
）
及
び
同
条

制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
道
路

の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に

運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保

安
基
準
（
同
号
に
規
定
す
る
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
を
い
う

安
基
準
（
同
号
に
規
定
す
る
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
を
い
う

。
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、

。
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、

車
両
安
定
性
制
御
装
置
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警

車
両
安
定
性
制
御
装
置
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
及
び
車
線
逸
脱
警

報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
四
項
に

報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
四
項
に

規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得

規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得

に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成

に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成

三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
に
行
わ
れ
た

三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三

と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
三

百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ

て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
一

日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装

置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御

装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
両
安
定

性
制
御
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行

規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初

め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
行

わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額

か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、

車
両
安
定
性
制
御
装
置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を

車
両
安
定
性
制
御
装
置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
の
い
ず
れ
か
を

備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則

に
規
定
す
る

備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
六
項
に
規
定
す
る
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も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第

も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第

百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年

百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年

九
月
三
十
日

三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る

ま
で
に
行
わ
れ
た

ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
項

中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得

と
き
に
限
り
、
第
百
七
条
第
一
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得

価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

価
額
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

バ
ス
等
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
バ
ス

バ
ス
等
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
バ
ス

等
を
い
う
。
）
又
は
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト

等
を
い
う
。
）
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え

ラ
ッ
ク
若
し
く
は
車
両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト

二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト

ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線

十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線

逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
線
逸
脱
警

逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
線
逸
脱
警

報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則

に

報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
の
二
第
十
七
項
に

規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得

規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得

に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成

に
係
る
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成

三
十
一
年
九
月
三
十
日

三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下

ま
で
に
行
わ
れ

の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ

た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら

た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら

百
七
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

百
七
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

前
各
項
の
規
定
は
、
第
百
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

前
各
項
の
規
定
は
、
第
百
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
、
当
該
自
動
車
の
取
得
に
つ
き

り
提
出
さ
れ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
、
当
該
自
動
車
の
取
得
に
つ
き

前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
の
法
施
行
規
則

前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
の
法
施
行
規
則
附
則

に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限
り

第
四
条
の
六
の
二
第
十
八
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限
り

、
適
用
す
る
。

、
適
用
す
る
。


